
号

外

一�
平

成
二
十
四
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
資
格
を
証

す
る
書
面
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

行
政
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
岐
阜
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人

に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

行
政
管
理
課)

一

○
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定

め
る
法
人
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(
同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

行
政
管
理
課)

二

規

則

岐
阜
県
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
資
格
を
証
す
る
書
面
の
閲
覧
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
資
格
を
証
す
る
書
面
の
閲
覧
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
資
格
を
証
す
る
書
面
の
閲
覧
に
関
す
る
規

則(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

岐
阜
県
総
務
部
行
政
改
革
課｣

を｢

岐
阜
県
行
政
管
理
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
八
号

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
三
年

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
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岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日



���
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

財
団
法
人
岐
阜
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

財
団
法
人
岐
阜
県
産
業
経
済
振
興
セ
ン
タ
ー｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
産
業
経
済
振
興
セ
ン
タ
ー｣

に
、｢

財
団
法
人
岐
阜
県
公
衆
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー｣

を｢

一
般
財
団
法
人
岐
阜
県
公
衆
衛
生
検
査
セ

ン
タ
ー｣

に
、｢

財
団
法
人
岐
阜
県
体
育
協
会｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
体
育
協
会｣

に
、｢

財
団

法
人
岐
阜
県
市
町
村
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー｣
を｢

一
般
財
団
法
人
岐
阜
県
市
町
村
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
九
号

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人
に
関
す
る
告
示(

平

成
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

財
団
法
人
岐
阜
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

財
団
法
人
岐
阜
県
公
衆
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー｣

を｢

一
般
財
団
法
人
岐
阜
県
公
衆
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー｣

に
、｢

財
団
法
人
岐
阜
県
産
業
経
済
振
興
セ
ン
タ
ー｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
産
業
経
済
振
興
セ

ン
タ
ー｣

に
、｢

財
団
法
人
岐
阜
県
体
育
協
会｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
体
育
協
会｣

に
、｢
財
団

法
人
岐
阜
県
市
町
村
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー｣

を｢

一
般
財
団
法
人
岐
阜
県
市
町
村
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
八
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

総
務
部
行
政
改
革
課
長｣

を｢

行
政
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

総
務
部
行
政
改
革
課｣

を｢

行
政
管
理
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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